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学
説
の
状
況

以
上
の
よ
う
に
、
判
例
は
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
及
び
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
つ
い
て
、
行
為
者
の
性
欲
を
刺
激
興
奮
さ
せ
ま
た
は
満
足

さ
せ
る
、
性
的
意
図
と
い
う
主
観
的
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
性
的
意
図
の
法
的
性
質
に
つ

い
て
、
最
高
裁
判
例
（
①
判
決
）
は
故
意
と
は
別
個
の
主
観
的
違
法
要
素
（
特
別
的
主
観
的
違
法
要
素
）
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
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目

次

は
じ
め
に

判
例
の
動
向
（
以
上
、
第
四
九
巻
第
四
号
）

学
説
の
状
況

私
見

お
わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）



思
わ
れ
る
も
の
の
、
下
級
審
判
例
で
は
故
意
に
含
ま
れ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
一
方
、
学
説
上
は
、
主
に
性

的
自
由
の
法
益
侵
害
性
が
性
的
意
図
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
か
を
巡
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
、
こ
れ
を
肯
定
し
て
最
高
裁
判
例
を
支
持
す
る

性
的
意
図
必
要
説
、
本
罪
の
成
立
に
お
い
て
故
意
を
超
え
た
性
的
意
図
は
不
要
で
あ
る
と
す
る
性
的
意
図
不
要
説
、
性
的
意
図
が
性
的
自

由
の
法
益
侵
害
性
を
左
右
す
る
主
観
的
違
法
要
素
で
あ
る
こ
と
は
肯
定
し
つ
つ
も
、
被
害
者
が
行
為
者
の
性
的
意
図
を
認
識
し
て
い
る
か

を
問
題
と
し
、
こ
れ
を
欠
い
て
い
る
と
き
に
限
り
本
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
、
被
害
者
に
お
け
る
性
的
意
図
の
認
識
必
要
説
な
ど
が
対
立

し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
学
説
は
、
と
く
に
、
行
為
者
が
性
的
意
図
な
し
に
、
報
復
等
の
他
の
目
的
で
わ
い
せ
つ
性
の
あ
る
外
形
的
行
為
に
出
た
事
例

（
以
下
「
性
的
意
図
不
存
在
事
例
」）、
医
師
が
女
性
患
者
の
診
断
・
治
療
を
行
っ
た
際
に
、
正
当
な
診
断
・
治
療
行
為
の
外
形
を
保
っ
た
状

態
で
女
性
器
に
触
れ
る
な
ど
し
た
事
例
（
以
下
「
医
療
行
為
事
例
」）、
医
師
が
自
己
に
性
的
意
図
が
あ
る
こ
と
を
秘
し
た
う
え
で
、
女
性

患
者
の
診
断
・
治
療
を
仮
装
し
て
医
学
上
の
必
要
な
し
に
女
性
器
に
触
れ
る
な
ど
し
、
女
性
患
者
は
そ
の
外
形
的
行
為
の
わ
い
せ
つ
性
を

認
識
し
て
い
た
も
の
の
、
医
師
に
性
的
意
図
が
あ
る
こ
と
ま
で
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
事
例
（
④
判
決
類
似
の
事
例
、
以
下
「
医
療
行

為
仮
装
事
例
」）
の
処
理
を
巡
っ
て
争
っ
て
い
る
。
医
療
行
為
事
例
と
医
療
行
為
仮
装
事
例
の
客
観
的
相
違
は
、
診
断
・
治
療
行
為
が
医
学

上
の
必
要
性
の
あ
る
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
行
為
者
が
偽
医
者
で
あ
る
場
合
に
は
と
も
か
く
、
医
療
従
事
者

で
あ
る
場
合
に
は
こ
の
区
別
は
微
妙
な
も
の
と
な
る
。
⑤
判
決
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
つ
い
て
「
不
自
然
な
と
こ
ろ
や
虚
偽
」
の
可
能
性

を
指
摘
し
つ
つ
も
、
結
局
は
、
行
為
者
の
「
わ
い
せ
つ
目
的
」
が
あ
っ
た
と
は
認
定
で
き
な
い
（
す
な
わ
ち
性
的
意
図
を
欠
く
医
療
行
為

事
例
）
と
し
て
無
罪
の
結
論
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
上
記
学
説
を
こ
れ
ら
の
事
例
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
①
⑦
判
決
を
参
考
に
、
性
的
意
図
と
報
復
等
の
複
数
の
意
図
・

目
的
が
併
存
し
て
い
た
事
例
（
以
下
「
複
数
意
図
併
存
事
例
」）
の
処
理
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

論 説
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一

性
的
意
図
必
要
説

性
的
意
図
必
要
説
は
、
①
判
決
を
支
持
し
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
は
傾
向
犯
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
の
性
欲
を
刺
激
興
奮
さ
せ
、
ま
た
は

満
足
さ
せ
る
と
い
う
性
的
意
図
の
も
と
に
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と

16
）

す
る
。
さ
ら
に
、
性
的
意
図
の
法
的
性
質
は
、
被
害
者
の
性
的
自
由

の
法
益
侵
害
性
を
基
礎
づ
け
る
、
故
意
を
超
え
た
違
法
性
に
か
か
る
主
観
的
超
過
要
素
（
特
別
的
主
観
的
違
法
要
素
）
で
あ
る
と

17
）

す
る
。

本
説
の
論
者
は
、
性
的
意
図
不
存
在
事
例
で
は
、
性
的
意
図
が
な
い
以
上
、
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
も
な
い
と
し
て
、
①
判
決
と
同
様
、

強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
否
定

18
）

す
る
。
一
方
、
医
療
行
為
事
例
及
び
医
療
行
為
仮
装
事
例
で
は
、
医
師
が
性
的
意
図
な
し
に
か
か
る
行

為
に
出
た
な
ら
ば
被
害
者
の
性
的
自
由
は
侵
害
さ
れ
な
い
が
、
性
的
意
図
を
有
し
て
か
か
る
行
為
に
出
た
な
ら
ば
、
被
害
者
の
性
的
自
由

が
侵
害
さ
れ
る
と
し
て
、
本
罪
の
成
立
を
肯
定

19
）

す
る
。

複
数
意
図
併
存
事
例
に
つ
い
て
は
、
言
及
す
る
論
者
は
皆
無
で
あ
る
が
、
①
⑦
判
決
と
同
様
、
ど
の
意
図
が
「
専
ら
」
で
あ
っ
た
か
で

本
罪
の
成
否
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
き
、
実
務
上
は
、
性
的
意
図
必
要
説
を
採
る
①
判
決
に
よ
れ
ば
、
微
妙
な
主
観

的
側
面
の
立
証
と
い
う
課
題
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も

20
）

の
の
、
①
判
決
が
「
敢
え
て
『
性
的
目
的
を
要
す
る
』
と
は
言
わ
ず
に
、『
性
的

意
図
の
も
と
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
し
』
と
い
う
や
や
曖
昧
な
文
言
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
と
も
か
く
性
的
意
図
が
共
存
す

る
場
合
に
は
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
か
の
よ
う
に
も
解
釈
し
得
る
」
と
し
て
、
他
の
犯
罪
の
口
封
じ
の
た
め
に
強
い
て

性
器
の
写
真
を
撮
影
す
る
な
ど
し
た
場
合
に
は
、
口
封
じ
目
的
が
最
終
目
的
で
、
性
的
意
図
が
前
面
に
は
出
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

性
的
目
的（
意
図
）が
存
し
た
が
故
に
そ
の
手
段
を
決
し
た
以
上
、や
は
り
性
的
目
的
で
敢
行
し
た
事
案
と
言
っ
て
よ
い
と
の
主
張
が

21
）

あ
る
。

な
お
、
本
説
の
根
拠
に
つ
い
て
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
を
善
良
な
性
風
俗
を
侵
害
す
る
風
俗
犯
と
解
す
る
な
ら
ば
、
行
為
者
の
行
為
が
わ

い
せ
つ
行
為
で
あ
る
か
否
か
が
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
反
面
、
風
俗
犯
と
し
て
の
性
格
上
、
主
観
的
に
性
的
意
図
を
も
っ
て
行
為
が
な
さ
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れ
た
か
が
本
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
の
主
張
が

22
）

あ
る
。
刑
法
典
上
の
本
罪
の
規
定
の
位
置
に
鑑
み
、
立
法
者

が
本
罪
の
保
護
法
益
を
善
良
な
性
風
俗
と
い
う
社
会
的
法
益
と
解
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

23
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、

な
ぜ
風
俗
犯
で
あ
れ
ば
行
為
者
の
性
的
意
図
が
必
要
に
な
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
し
、
風
俗
犯
で
あ
る
わ
い
せ
つ
物
頒
布
罪
（
第
一
七

五
条
第
一
項
）
で
は
こ
の
よ
う
な
性
的
意
図
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
と
の
批
判
が

24
）

あ
る
。
近
年
の
通
説
は
、
わ
い
せ
つ
物
頒
布
罪
の
保
護

法
益
を
善
良
な
性
風
俗
を
侵
害
す
る
風
俗
犯
と
解
し
た
う
え
で
、
わ
い
せ
つ
性
は
規
範
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
か
ら
、
故
意
に
お
け
る

認
識
の
対
象
と
な
り
、
一
般
人
が
性
的
好
奇
心
を
抱
く
よ
う
な
社
会
通
念
上
の
意
味
の
認
識
が
あ
れ
ば
足
り
る
な
ど
と
解
し
て
お
り
、
主

観
的
超
過
要
素
と
し
て
の
目
的
ま
で
は
要
求
し

25
）

な
い
。
そ
も
そ
も
、
学
説
上
は
古
く
か
ら
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
は

む
し
ろ
個
人
法
益
と
し
て
の
性
的
自
由
と
解
す
べ
き
と
す
る
主
張
が
有

26
）

力
で
、
今
日
で
も
通
説
的
地
位
を
占
め
て

27
）

い
る
。
強
制
わ
い
せ
つ

罪
が
風
俗
犯
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
性
的
意
図
必
要
説
を
採
る
の
は
、
困
難
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二

性
的
意
図
不
要
説

性
的
意
図
不
要
説
は
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
は
傾
向
犯
で
は
な
く
、
本
罪
の
成
立
に
性
的
意
図
は
不
要
で
あ
る
と

28
）

す
る
。
近
年
の
多
数
説

で
あ
る
。

本
説
の
論
者
は
、
性
的
意
図
不
存
在
事
例
で
は
、
性
的
意
図
が
な
く
と
も
性
的
自
由
は
侵
害
さ
れ
う
る
と
し
て
、
本
罪
の
成
立
を
肯
定

す
る
。
医
療
行
為
事
例
及
び
医
療
行
為
仮
装
事
例
で
は
、
当
該
診
断
・
治
療
行
為
が
正
当
で
あ
っ
た
か
を
客
観
的
に
判
断
し
て
本
罪
の
成

否
を
決
定
す
べ
き
と
す
る
も
の
が
多
い
。
複
数
意
図
併
存
事
例
に
つ
い
て
は
、
性
的
意
図
不
存
在
事
例
と
同
様
、
本
罪
の
成
立
を
肯
定
す

る
よ
う
で
あ
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
。

本
説
の
根
拠
と
し
て
は
、
主
に
以
下
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
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第
一
は
、
性
的
意
図
が
法
文
上
は
構
成
要
件
の
主
観
的
要
素
と
は
さ
れ
て
い
な
い
と
の
主
張
で

29
）

あ
る
。
行
為
者
に
は
、
強
制
わ
い
せ
つ

罪
の
故
意
と
し
て
、
当
該
行
為
が
わ
い
せ
つ
行
為
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
超
え
る
主
観
的
要
素
は

法
文
上
要
求
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
構
成
要
件
と
し
て
「
猥
褻
の
動
機
」
が
必
要
で
あ
り
、

こ
れ
は
一
種
の
超
過
的
内
心
傾
向
と
し
て
構
成
要
件
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
る
と
の
主
張
も
古
く
か
ら

30
）

あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
結
局
は
、
性

的
意
図
を
主
観
的
超
過
要
素
と
解
し
う
る
か
と
い
う
、
性
的
意
図
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
の
議
論
と
言
え
る
。

第
二
は
、
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
は
行
為
者
の
主
観
的
要
素
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
な
い
と
の
主
張
で

31
）

あ
る
。
そ
も

そ
も
性
的
自
由
は
、
客
観
的
に
わ
い
せ
つ
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
侵
害
さ
れ
る
法
益
で

32
）

あ
り
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
否
を
行
為
者
の

性
的
意
図
の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、
被
害
者
の
性
的
自
由
の
法
的
保
護
を
大
き
く
欠
く
と
い
う
の
で

33
）

あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら

は
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
否
は
、
行
為
者
の
行
為
の
外
形
を
基
準
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
本
説
の
論
者
は
、
医
療
行
為
事
例
に
お
い
て
医
師
に
性
的
意
図
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
性
的
意
図
必
要
説
に
拠
り

強
制
わ
い
せ
つ
罪
な
い
し
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
が
成
立
す
る
と
の
結
論
に
至
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
診
断
・
治
療
行
為
の
外

形
が
正
当
で
あ
っ
た
か
と
い
う
客
観
的
判
断
基
準
に
よ
っ
て
本
罪
の
成
否
を
検
討
す
べ
き
と
主
張

34
）

す
る
。
す
な
わ
ち
、
医
師
が
診
断
・
治

療
に
際
し
て
性
的
意
図
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
行
為
が
診
断
・
治
療
と
し
て
相
当
な
外
形
を
保
っ
て
い
る
限
り
、
被
害
者
の
羞
恥
心

ひ
い
て
は
性
的
自
由
を
侵
害
し
な
い
か
ら
、
わ
い
せ
つ
行
為
と
は
な
ら
ず
本
罪
は
成
立
し
な
い
。
逆
に
、
①
判
決
や
性
的
意
図
不
存
在
事

例
の
よ
う
に
、
正
当
な
理
由
な
し
に
女
性
の
裸
体
写
真
を
撮
影
す
る
な
ど
と
い
っ
た
行
為
は
外
形
的
に
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
を
惹
起
す

る
か
ら
、
行
為
者
に
わ
い
せ
つ
性
の
認
識
す
な
わ
ち
故
意
が
あ
る
以
上
は
主
観
的
超
過
要
素
と
し
て
の
性
的
意
図
の
有
無
を
問
題
と
す
る

こ
と
な
く
、
本
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で

35
）

あ
る
。
複
数
意
図
併
存
事
例
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
論
者
が
や
は
り
皆
無
で
あ
る
が
、
性
的

意
図
不
存
在
事
例
と
同
様
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
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も
っ
と
も
、
性
器
へ
の
診
断
・
治
療
行
為
が
正
当
で
あ
っ
た
か
、
客
観
的
基
準
に
よ
っ
て
も
そ
の
判
断
が
困
難
な
場
合
は
あ
り
う
る
。

⑤
判
決
は
、「
被
告
人
に
は
、
…
…
女
性
患
者
に
対
す
る
配
慮
に
欠
け
る
、
あ
る
い
は
不
十
分
な
行
動
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、

被
告
人
の
供
述
に
は
、
特
に
会
陰
走
査
を
必
要
と
判
断
し
た
理
由
と
い
う
重
要
な
点
を
含
め
、
変
遷
し
た
り
、
不
自
然
な
と
こ
ろ
や
虚
偽

の
疑
い
が
あ
る
部
分
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
は
、
わ
い
せ
つ
目
的
を
推
測
さ
せ
る
程
度
が
必

ず
し
も
高
く
な
く
、
そ
れ
ら
を
総
合
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
被
告
人
に
わ
い
せ
つ
目
的
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る
に
は
な
お
合
理
的
な
疑
い

が
残
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
し
て
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
診
断
行
為
の
外
形
は
正
当
で
な

か
っ
た
が
行
為
者
に
お
い
て
性
的
意
図
を
欠
い
て
い
た
事
例
と
見
る
な
ら
ば
、
性
的
意
図
不
要
説
か
ら
は
本
罪
の
成
立
が
当
然
に
肯
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
医
療
行
為
事
例
に
つ
い
て
犯
罪
成
立
を
制
限
的
に
解
釈
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
法
的
根
拠
と
し
て
正
当
業
務
行
為
に
よ
る

違
法
性
阻
却
を
用
い
る
べ
き
と
の
主
張
が

36
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
女
性
器
に
触
れ
る
等
す
る
医
師
の
診
断
・
治
療
行
為
は
、
そ
の
性
的
意
図

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
本
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
、
医
師
に
お
い
て
診
断
・
治
療
と
い
う
業
務
を
正
当
に
行
お
う
と
す

る
意
思
が
あ
る
な
ら
ば
、
正
当
業
務
行
為
と
な
る
か
ら
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
の
で

37
）

あ
る
。
こ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
医
療
行
為
事

例
で
は
、
こ
こ
で
の
行
為
者
の
「
業
務
を
正
当
に
行
お
う
と
す
る
意
思
」
が
正
当
業
務
行
為
に
お
け
る
主
観
的
正
当
化
要
素
と
し
て
機
能

す
る
。
す
な
わ
ち
、
診
断
・
治
療
行
為
の
外
形
が
正
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
女
性
患
者
の
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
自
体
は
惹
起
さ
れ
る

か
ら
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
、「
業
務
を
正
当
に
行
お
う
と
す
る
意
思
」が
あ
る
場
合
に
は
正
当
業
務
行
為
と
し

て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
逆
に
こ
の
意
思
を
欠
い
て
い
た
場
合
に
は
、
診
断
・
治
療
行
為
の
外
形
自
体
は
正
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
本

罪
の
成
立
は
肯
定
さ

38
）

れ
る
。
一
方
、
医
療
行
為
仮
装
事
例
で
は
、
主
観
的
正
当
化
要
素
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
準
強
制
わ
い
せ
つ

罪
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
る
。
以
上
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
⑤
判
決
事
案
で
は
、
女
性
患
者
の
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
を
肯
定
し
つ
つ
違
法
性
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を
阻
却
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
医
療
行
為
事
例
及
び
医
療
行
為
仮
装
事
例
で
は
、
④
判
決
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
被
害
者
の
同
意
が
身
体
の
法
益
侵
害
に
対

し
て
の
も
の
か
、
そ
れ
と
も
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
に
対
し
て
の
も
の
か
は
重
要
な
問
題
と
な
り
う
る
。
前
者
と
解
し
た
な
ら
ば
、
前
述

し
た
よ
う
に
、
性
的
意
図
は
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
を
基
礎
づ
け
る
要
素
と
な
り
、
性
的
意
図
必
要
説
に
至
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者

と
解
し
た
な
ら
ば
、
行
為
者
の
性
的
意
図
の
有
無
に
よ
っ
て
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
は
左
右
さ
れ
ず
、
従
っ
て
性
的
意
図
不
要
説
に
至

る
も
の
の
、
行
為
者
の
主
観
的
要
素
が
被
害
者
の
同
意
の
対
象
に
含
ま
れ
る
か
は
さ
ら
な
る
問
題
と
な
る
。

被
害
者
の
同
意
（
承
諾
）
の
対
象
が
結
果
と
行
為
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
と
こ
ろ
、「
被
害
者
が
法
益
侵
害
の
結

果
を
無
条
件
に
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
い
限
り
、
承
諾
の
対
象
は
結
果
発
生
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
具
体
的
な
危
殆
化
行
為
に
も
及
び
う
る

も
の
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
し
て
結
果
と
と
も
に
行
為
も
対
象
に
含
め
る
べ
き
と
の
主
張
が

39
）

あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
行
為
者
の
主
観

的
要
素
を
被
害
者
の
性
的
自
由
に
つ
い
て
の
同
意
の
条
件
と
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
性
的
意
図
が
な
け
れ
ば

被
害
者
の
同
意
が
認
め
ら
れ
不
可
罰
と
な
る
が
、
存
在
し
た
な
ら
ば
同
意
を
超
え
た
こ
と
に
よ
り
強
制
わ
い
せ
つ
罪
な
い
し
準
強
制
わ
い

せ
つ
罪
の
成
立
を
認
め
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
は
、
性
的
意
図
こ
そ
が
本
罪
の
成
否
を
決
定
づ
け
る
主
観
的
要
素
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
。
性
的
自
由
に
つ
い
て
の
被
害
者
の
同
意
を
認
め
、
か
つ
性
的
意
図
の
有
無
が
本
罪
の
成
否
に
関
係
し
な
い
と
解
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
医
療
行
為
仮
装
事
例
で
は
、
被
害
者
は
そ
れ
で
も
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
自
体
に
は
同
意
し
て
い
た
と
し
て
、
一
律
に

本
罪
の
成
立
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欺

さ
れ
て
性
行
為
に
及
ん
だ
場
合
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
性
行
為
を
す
る
こ
と
自
体
に

同
意
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
動
機
の
錯
誤
で
あ
る
か
ら
同
意
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
動
機
の
錯

40
）

誤
説
、
あ
る
い
は
性
行
為
の
相
手
の
同

一
性
な
い
し
性
行
為
を
す
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て
の
錯
誤
す
な
わ
ち
法
益
関
係
的
錯
誤
が
あ
っ
た
と
き
の
み
、
性
行
為
に
つ
い
て
の
同
意

は
無
効
で
あ
る
と
す
る
法
益
関
係
的
錯

41
）

誤
説
の
論
者
は
、
欺

さ
れ
た
性
行
為
の
事
例
に
お
け
る
犯
罪
成
立
に
否
定
的
で
あ
る
か
ら
、
ま
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さ
に
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
被
害
者
の
同
意
の
対
象
の
問
題
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
性
的
意
図
不
要
説
が
論

理
的
一
貫
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
医
療
行
為
仮
装
事
例
に
お
い
て
本
罪
の
成
立
を
一
律
に
否
定
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が

妥
当
か
は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
行
為
者
の
主
観
的
要
素
を
被
害
者
の
同
意
の
条
件
と
し
な
い
と
し
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
で
、
被
害
者
の
同

意
の
対
象
を
性
的
自
由
の
法
益
の
放
棄
と
し
た
う
え
で
、客
観
的
基
準
に
よ
っ
て
本
罪
の
成
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
医
師
に
よ
る
治
療
行
為
の
不
可
罰
根
拠
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
は
、
被
害
者
の
同
意
（
承
諾
）
及
び
推
定
的
同
意
の
法
理
を

根
拠
と
す
る
被
害
者
の
同
意
（
承

42
）

諾
）
説
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
と
し
て
の
被
害
者
の
同
意
に
加
え
、
治
療
行
為
に
よ
り
維

持
・
増
進
さ
れ
る
身
体
的
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
身
体
的
利
益
を
上
回
る
こ
と
で
利
益
衡
量
に
よ
り
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
優
越
的

利

43
）

益
説
、
当
該
治
療
行
為
が
社
会
生
活
の
実
態
に
即
し
た
合
理
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
社
会
的
相
当

44
）

性
説
、

主
観
的
正
当
化
要
素
と
し
て
の
治
療
目
的
の
下
に
適
当
な
手
段
・
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
限
り
正
当
行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る

と
す
る
治
療
目

45
）

的
説
な
ど
が
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
優
越
的
利
益
説
を
採
る
な
ら
ば
、
医
療
行
為
事
例
及
び
医
療
行
為
仮
装
事
例

に
お
い
て
、
診
断
・
治
療
が
被
害
者
の
生
命
・
身
体
に
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
結
果
有
価
値
が
、
性
的
自
由
を
侵
害
す
る
こ

と
に
よ
る
結
果
無
価
値
を
相
殺
あ
る
い
は
上
回
る
こ
と
か
ら
、
客
観
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
解
す
る
余
地
が

46
）

あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

医
師
が
性
的
意
図
を
有
し
て
い
る
か
否
か
は
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
な
い
し
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
否
を
左
右
せ
ず
、
た
だ
治
療
行
為
の

医
学
的
必
要
性
、
医
療
技
術
的
正
当
性
の
有
無
の
み
が
問
題
と
な
る
と
解
し
う
る
。
そ
し
て
、
④
判
決
事
案
の
よ
う
に
、
行
為
者
が
偽
医

師
で
当
該
行
為
に
つ
い
て
治
療
の
必
要
性
、
正
当
性
を
欠
い
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
行
為
に
被
害
者
の
生
命
・
身
体
に
資
す
る
と
こ
ろ

が
な
い
か
ら
客
観
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
な
い
と
解
し
て
、強
制
わ
い
せ
つ
罪
な
い
し
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
⑤
判
決
事
案
で
は
、「
わ
い
せ
つ
目
的
を
推
測
さ
せ
る
程
度
が
必
ず
し
も
高
く
な
」い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
診
断
行
為
は
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客
観
的
基
準
に
よ
っ
て
も
、
か
ろ
う
じ
て
正
当
と
判
断
さ
れ
た
と
解
し
う
る
。
し
か
し
、
被
告
人
は
当
該
診
断
行
為
に
つ
い
て
女
性
患
者

に
十
分
な
説
明
を
し
て
い
な
い
か
ら
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
範
囲
を
超
え
た
行
為
が
な
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
可
能

か
も
し
れ
な
い
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
行
為
に
つ
い
て
客
観
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
な
い
か
ら
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成

立
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

第
三
は
、
行
為
者
の
内
心
傾
向
は
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
ば
か
り
か
、
無
意
識
の
世
界
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い

性
質
の
も
の
で
あ
る
と
の
主
張
で

47
）

あ
る
。
こ
れ
は
、
性
的
意
図
の
有
無
の
立
証
が
容
易
で
は
な
く
、
実
務
上
の
問
題
を
生
じ
る
と
い
う
問

題
に
繫
が
る
。
も
っ
と
も
、
実
務
家
か
ら
は
、「
と
も
か
く
性
的
意
図
が
共
存
す
る
場
合
に
は
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
か

の
よ
う
に
も
解
釈
し

48
）

得
る
」
と
の
前
提
に
立
ち
、
犯
罪
を
目
撃
し
た
被
害
女
性
に
対
し
口
封
じ
の
た
め
に
縛
っ
て
裸
に
し
て
写
真
撮
影
の

ふ
り
を
し
た
事
案
に
お
い
て
、「
如
何
に
口
封
じ
目
的
と
言
っ
て
も
、
本
件
犯
行
ほ
ど
の
行
為
を
敢
行
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、

…
…
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
件
犯
行
に
ま
で
及
ん
だ
の
は
性
的
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
は
な
い
か
と
の
可
能
性
に
注
目
す
る
こ
と

と
な
り
、
計
画
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
計
画
立
案
過
程
そ
の
も
の
の
詳
細
を
追
求
し
、
全
体
的
な
計
画
の
中
で
、
何
故
か
か
る
行
為
を
選

択
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ

49
）

た
か
」
を
解
明
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
で
、
公
判
に
て
性
的
意
図
の
立
証
に
成
功
し
た
例
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
性
的
意
図
の
立
証
の
難
易
は
、
結
局
は
、
複
数
意
図
併
存
事
例
に
お
い
て
、
性
的
意
図
に
「
専
ら
」
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
否

か
に
か
か
る
と
言
え
よ
う
。

三

被
害
者
に
お
け
る
性
的
意
図
の
認
識
必
要
説

被
害
者
に
お
け
る
性
的
意
図
の
認
識
必
要
説
は
、
性
的
意
図
が
被
害
者
に
お
け
る
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
を
決
定
す
る
主
観
的
違
法

要
素
で
あ
る
こ
と
自
体
は
肯
定
し
つ

50
）

つ
も
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
に
つ
い
て
、「
行
為
者
の
性
的
意
図
」
で
は
な
く
、「
行
為
者
に
性
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的
意
図
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
被
害
者
の
認
識
」
を
要
求
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
西
原
博
士
は
、
た
と
え
行
為
の
外
形

が
診
断
・
治
療
・
懲
戒
と
い
う
よ
う
な
合
法
的
な
外
形
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
行
為
者
に
性
的
意
図
の
あ
る
こ
と
が
被
害
者
に
と
っ

て
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
そ
の
羞
恥
心
は
著
し
く
害
さ
れ
る
が
、
逆
に
性
的
意
図
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
同
じ
行
為
で
あ
っ

て
も
羞
恥
心
の
著
し
い
侵
害
を
感
ず
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と

51
）

す
る
。
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
が
強
制
わ
い
せ
つ
罪
と
し
て
可
罰
的

で
あ
る
た
め
に
は
、
被
害
者
が
そ
の
性
的
意
図
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

本
説
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
外
形
と
被
害
者
の
認
識
が
法
益
侵
害
性
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
な
る
か
ら
、
行
為
者
の
性
的
意
図
の
有
無
は

必
ず
し
も
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
否
を
決
定
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
本
説
は
結
論
と
し
て
は
性
的
意
図
不
要
説
に
接
近
す

る
。
西
原
博
士
は
①
判
決
に
つ
い
て
、
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
が
否
定
さ
れ
な
い
事
例
と
し
て
本
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と

し
て
い
る

52
）

か
ら
、
性
的
意
図
不
存
在
事
例
及
び
複
数
意
図
併
存
事
例
に
お
い
て
本
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
医
療
行
為
事
例
に
お
い
て
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
認
め
う
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
⑤
判
決
の
よ
う
に
、
行
為
者
に
性
的

意
図
は
な
い
も
の
の
、
被
害
者
が
行
為
者
に
性
的
意
図
が
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
本
説
に
よ
れ
ば
本
罪
が
成
立
す

る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
①
判
決
の
結
論
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
本
罪
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
妥
当
と
は
言
い
難
い
。
そ
し
て
医
療
行
為
仮
装
事
例
で
は
、
行
為
者
に
性
的
意
図
が
あ
る
も
の
の
、
被
害

者
が
錯
誤
に
陥
る
な
ど
し
て
そ
れ
を
認
識
し
て
い
な
い
か
ら
、
羞
恥
心
は
害
さ
れ
ず
法
益
侵
害
性
が
な
い
も
の
と
し
て
不
可
罰
と
解
す
る

こ
と
に
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
準
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
準
強
姦
に
お
け
る
錯
誤
に
基
づ
く
性
行
為
へ
の
同
意
に
関
す
る
議
論
に
お
い

て
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
を
採
り
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
及
び
準
強
姦
罪
の
成
立
に
つ
い
て
消
極
的
に
解
す
る
な
ら
ば
必
ず
し
も
結
論
は
矛

盾
し
な
い
が
、
西
原
博
士
は
、
欺

に
よ
り
性
行
為
に
同
意
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
本
罪
の
成
立
を
必
ず
し
も
否
定
し
て
い

53
）

な
い
。

と
こ
ろ
で
、
被
害
者
が
行
為
者
の
性
的
意
図
を
認
識
す
る
こ
と
で
、
被
害
者
の
羞
恥
心
が
惹
起
さ
れ
性
的
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
側
面
が
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あ
る
こ
と
は
確
か
に
あ
る
も
の
の
、
被
害
者
が
泥
酔
す
る
な
ど
し
て
意
識
の
な
い
状
態
で
性
器
を
弄
ば
れ
る
等
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
性

的
自
由
の
法
益
侵
害
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
本
説
は
、
少
な
く
と
も
準
強
制
わ
い
せ
つ
の
事
例
に
は
適
用
で
き
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

私
見

性
的
意
図
必
要
説
と
不
要
説
の
対
立
は
概
ね
、
行
為
者
の
性
的
意
図
の
有
無
が
、
被
害
者
の
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
を
左
右
す
る
か

と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
。
こ
れ
は
性
的
意
図
の
法
的
性
質
に
直
接
繫
が
る
問
題
で
あ
り
、
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
を
左
右
し
な
い
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
性
的
意
図
は
単
な
る
故
意
に
か
か
る
要
素
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
法
益
侵
害
性
を
左
右
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

故
意
を
超
え
た
主
観
的
違
法
要
素
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
に
言
う
性
的
意
図
、w

o
llu
stig

e A
b
sich

t

に
含
ま
れ
るA

b
sich

t

と
い

う
用
語
は
、
概
念
的
に
は
、
構
成
要
件
的
故
意
の
一
形
式
で
あ
る
「
意
図
」
と
、
故
意
を
超
え
た
主
観
的
違
法
要
素
（
主
観
的
超
過
要
素
、

特
別
的
主
観
的
違
法
要
素
）
で
あ
る
目
的
犯
に
お
け
る
「
目
的
」
の
二
つ
の
意
味
を
含
み
、A

b
sich

t

が
法
益
侵
害
性
を
欠
い
て
い
る
場
合

に
は
「
意
図
」、
法
益
侵
害
性
あ
る
場
合
に
は
「
目
的
」
と
理
解
さ

54
）

れ
る
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
の
判
例
上
は
、「
意
図
」
と
「
目
的
」
が

明
確
に
区
別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
す
な
わ
ち
、
①
判
決
は
「
性
的
意
図
」
を
欠
く
こ
と
を
理
由
に
強
制
わ
い
せ
つ

罪
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、A

b
sich

t

の
理
解
に
照
ら
せ
ば
、
こ
れ
は
「
意
図
」
で
は
な
く
「
目
的
」
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

④
⑤
判
決
は
「
わ
い
せ
つ
目
的
」
の
有
無
を
問
題
と
し
、
と
く
に
⑤
判
決
の
「
わ
い
せ
つ
目
的
」
は
構
成
要
件
的
故
意
と
別
個
の
主
観
的

超
過
要
素
と
解
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、「
目
的
」
の
用
法
に
適
う
も
の
と
言
え
る
が
、
⑥
判
決
は
「
目
的
」
た
る
べ
き
主
観
的
超
過

要
素
と
し
て
「
性
的
意
図
」
を
、
⑦
判
決
は
同
じ
く
「
わ
い
せ
つ
意
図
」
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
①
判
決
に
倣
い

「
性
的
意
図
」
に
用
語
を
で
き
る
限
り
統
一
し
て
い
る
が
、
は
た
し
て
性
的
意
図
は
、「
意
図
」
と
「
目
的
」
を
区
別
す
る
観
点
か
ら
は
、
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む
し
ろ
性
的
「
目
的
」
と
言
う
べ
き
主
観
的
違
法
要
素
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

被
害
者
が
性
的
意
図
を
欠
く
と
信
じ
て
女
性
器
へ
の
手
指
挿
入
に
同
意
し
た
④
判
決
、
医
療
行
為
と
し
て
の
会
陰
走
査
に
つ
い
て
被
害

者
が
性
的
自
由
の
侵
害
を
主
張
し
た
⑤
判
決
の
事
案
で
は
、
被
告
人
の
性
的
意
図
の
有
無
が
問
題
と
さ
れ
、
④
判
決
で
は
こ
れ
が
あ
る
と

の
認
定
か
ら
準
強
制
わ
い
せ
つ
致
傷
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
、
⑤
判
決
で
は
欠
け
て
い
る
と
の
認
定
か
ら
不
可
罰
と
さ
れ
た
。
両
判
決
を

参
照
す
る
に
、
性
的
意
図
が
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
を
左
右
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
否
定
し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
④
⑤
判
決
は
い
ず
れ
も
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
で
は
な
く
準
強
制
わ
い
せ
つ
（
致
傷
）
罪
の
成
否
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

④
判
決
の
よ
う
な
医
療
行
為
仮
装
事
例
、
⑤
判
決
の
よ
う
な
医
療
行
為
事
例
で
は
、
い
ず
れ
も
強
制
わ
い
せ
つ
罪
で
は
な
く
準
強
制
わ
い

せ
つ
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
で
は
性
的
意
図
は
不
要
、
少
な
く
と
も
故
意
に
か
か
る
要
素
と
し
て

「
わ
い
せ
つ
性
の
認
識
」が
あ
れ
ば
足
り
る
が
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
で
は
性
的
意
図
は
必
要
で
、
そ
の
法
的
性
質
は
故
意
を
超
え
た
主
観

的
違
法
要
素
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
で
は
、
行
為
者
が
故
意
と
同
化
し
た
「
わ
い
せ
つ

性
の
認
識
」
を
有
し
た
う
え
で
手
段
と
し
て
の
暴
行
・
脅
迫
に
出
て
、
被
害
者
が
右
行
為
を
認
識
し
か
つ
反
抗
を
著
し
く
困
難
に
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
は
行
為
者
に
「
わ
い
せ
つ
性
の
認
識
」
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
う
る
状
態
に
置
か
れ
る
し
、
被
害
者
は
行
為
者
に

対
し
何
ら
の
同
意
も
与
え
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
被
害
者
の
羞
恥
心
を
含
む
性
的
自
由
は
当
然
に
侵
害
さ
れ
る

55
）

か
ら
、
行
為
者
に
対

し
て
「
わ
い
せ
つ
性
の
認
識
」
を
超
え
た
、
主
観
的
超
過
要
素
と
し
て
の
性
的
意
図
を
要
求
す
る
必
要
性
は
乏
し
い
。
以
上
か
ら
、
行
為

者
が
、「
わ
い
せ
つ
性
の
認
識
」を
含
む
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
故
意
に
基
づ
い
て
行
為
に
出
た
な
ら
ば
、
さ
ら
な
る
主
観
的
超
過
要
素
と
し

て
の
性
的
意
図
の
有
無
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
を
肯
定
し
て
本
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
と
考
え
る
。従
っ

て
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
性
的
意
図
は
、
故
意
に
含
ま
れ
る
「
意
図
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
第
一
七
八
条
に
規
定
さ
れ
る
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
で
は
、
被
害
者
の
置
か
れ
る
状
況
が
異
な
る
。
第
一
七
八
条
に
お
け
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る
「
心
神
喪
失
」
は
、
泥
酔
状
態
、
精
神
年
齢
六
〜
七
歳
程
度
の
精
神
薄

56
）

弱
者
な
ど
、
精
神
ま
た
は
意
識
の
障
害
に
よ
っ
て
性
行
為
に
つ

き
正
常
な
判
断
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
言
い
、「
抗
拒
不
能
」は
、
心
神
喪
失
以
外
の
理
由
で
抵
抗
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
抵

抗
が
著
し
く
困
難
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
言
う
。
抗
拒
不
能
は
「
物
理
的
・
身
体
的
抗
拒
不
能
」
と
「
心
理
的
抗
拒
不
能
」
に
分
類
さ
れ
、

物
理
的
・
身
体
的
抗
拒
不
能
は
、
手
足
が
縛
ら
れ
て
い
る
状
態
、
身
動
き
で
き
な
い
傷
害
を
負
っ
て
い
る
状
態
な
ど
が
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
。
一
方
、
心
理
的
抗
拒
不
能
は
、
催
眠
術
に
か
か
っ
て
い
た
り
睡
眠
中
の
状
態
な
ど
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
判
例
の

多
く
は
、
自
身
と
性
交
し
な
け
れ
ば
病
気
を
治
療
で
き
な
い
等
と
被
害
者
を
欺

し
同
意
を
得
て
性
行
為
に
出
る
な
ど
し
た
事
例
（
以
下

「
錯
誤
に
基
づ
く
同
意
事
例
」）
に
つ
い
て
も
、
同
意
に
か
か
る
被
害
者
の
自
由
意
思
の
有
無
を
問
題
と
し
、
こ
れ
を
欠
い
て
い
る
場
合
に

は
同
意
は
無
効
で
あ
る
と
し
て
、
心
理
的
抗
拒
不
能
に
よ
る
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
や
準
強
姦
罪
の
成
立
を
認
め
て

57
）

お
り
、
こ
れ
を
支
持
す

る
学
説
も
ま
た
有
力
で

58
）

あ
る
。
錯
誤
に
基
づ
く
同
意
事
例
で
は
、
被
害
者
は
④
判
決
の
よ
う
に
、
医
療
行
為
で
あ
る
な
ど
と
欺

さ
れ
て

行
為
者
の
外
形
的
行
為
に
同
意
を
与
え
、
行
為
者
に
性
的
意
図
が
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ

で
は
行
為
者
の
性
的
意
図
の
要
否
を
問
題
と
す
る
実
益
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
は
欺

さ
れ
て
身
体
法
益
の
限
度
で
同
意
を
与
え

た
が
、
被
害
者
の
案
に
相
違
し
て
行
為
者
が
性
的
意
図
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
身
体
法
益
を
超
え
た
、
被
害
者
の
同
意
の
範
囲
外

で
あ
る
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
が
惹
起
さ
れ
た
と
解
し
て
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な

ら
ば
、
行
為
者
の
性
的
意
図
は
、
被
害
者
の
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
を
基
礎
づ
け
る
、
故
意
を
超
え
た
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
機
能

す
る
。
従
っ
て
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
性
的
意
図
は
、
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
の
「
目
的
」
で
あ
る
。
そ
し
て
④
判
決
型
の

医
療
行
為
仮
装
事
例
で
は
、
行
為
者
に
性
的
意
図
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
認
め
る
。
性
的
意
図
（
性
的
目

的
）
の
立
証
、
認
定
は
困
難
で
あ
る
と
の
批
判
は
あ
り
う
る
が
、
行
為
者
が
医
療
行
為
を
敢
え
て
仮
装
し
た
経
緯
を
解
明
す
る
こ
と
で
、

こ
の
事
例
で
の
性
的
意
図
は
比
較
的
容
易
に
立
証
、
認
定
し
う
る
よ
う
に
思
わ

59
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れ
る
。
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一
方
、
⑤
判
決
型
の
医
療
行
為
事
例
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
性
的
意
図
不
要
説
は
、
客
観
的
基
準
に
よ
り
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
否

を
判
断
す
る
と
こ
ろ
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
と
し
て
の
被
害
者
の
同
意
を
客
観
的
基
準
に
組
み
込
み
う
る
こ
と
は
前
述
し
た
。

従
っ
て
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
範
囲
を
超
え
た
性
器
に
対
す
る
医
療
行
為
は
す
べ
て
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
と
な
る
が
、
イ

ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
範
囲
外
の
治
療
に
つ
い
て
、
暴
行
罪
や
傷
害
罪
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を

容
易
に
認
め
て
よ
い
か
は
疑
問
も
あ
る
。
⑤
判
決
で
は
、
被
告
人
の
行
っ
た
会
陰
走
査
は
検
査
に
お
い
て
必
要
で
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
た

も
の
の
、
被
告
人
は
会
陰
走
査
の
必
要
性
を
患
者
に
対
し
て
十
分
に
説
明
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
被
告
人
が
被
害
者
の
同
意
の
範

囲
を
超
え
た
会
陰
走
査
と
い
う
医
療
行
為
に
出
て
、
患
者
の
羞
恥
心
が
惹
起
さ
れ
た
事
案
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑤
判
決
で
は
会
陰
走

査
の
必
要
性
自
体
は
肯
定
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
患
者
の
身
体
に
資
す
る
結
果
有
価
値
は
肯
定
さ
れ
る
が
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ

ン
ト
の
範
囲
を
超
え
た
以
上
、
優
越
的
利
益
説
に
よ
り
治
療
行
為
に
よ
る
違
法
性
阻
却
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
被
害
者
の
意
思

確
認
が
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
緊
急
避
難
や
推
定
的
同
意
に
よ
る
違
法
性
阻
却
も
考
え
う
る
が
、
⑤
判
決
事
案
は
そ
の
よ
う
な

状
況
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
正
当
業
務
行
為
に
よ
る
違
法
性
阻
却
に
つ
い
て
も
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
範
囲
を
超
え

た
診
断
・
治
療
を
「
正
当
業
務
」
と
解
し
う
る
か
は
疑
問
が
あ
る
。
結
局
、
⑤
判
決
事
案
に
お
い
て
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
否
定

す
る
に
は
、
行
為
者
の
性
的
意
図
の
有
無
を
問
題
と
す
る
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
医
療
行
為
事
例
に
お
い
て
行
為
者
に
性
的
意
図
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
診
断
・
治
療
の
必
要
性
が
肯
定
さ
れ
る
限
り
、
準

強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
被
害
者
が
性
的
意
図
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
、
同
意
の
対
象
は
身
体
法
益
と

解
さ
れ
る
か
ら
、
行
為
者
の
性
的
意
図
は
、
身
体
法
益
を
超
過
す
る
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
を
基
礎
づ
け
る
。
し
か
し
、
診
断
・
治
療

の
必
要
性
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
を
上
回
る
身
体
法
益
の
有
価
値
を
認
め
う
る
か
ら
、
優
越
的
利
益
説
に

基
づ
い
て
治
療
行
為
に
よ
り
違
法
性
を
阻
却
す
べ
き
で

60
）

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
医
師
が
密
か
に
性
的
意
図
を
抱
き
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
を
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患
者
に
認
識
さ
せ
ず
に
、
医
学
的
に
正
当
な
範
囲
を
逸
脱
し
た
診
断
・
治
療
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
も
は
や
医
療
行
為
事
例
で
は

な
く
医
療
行
為
仮
装
事
例
に
分
類
す
べ
き
で
、
治
療
行
為
に
よ
る
違
法
性
阻
却
を
否
定
し
て
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
私
見
は
、
⑤
判
決
型
の
医
療
行
為
事
例
に
お
い
て
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
否
定
し
、
④
判
決
型
の
医
療

行
為
仮
装
事
例
に
お
い
て
は
肯
定
す
る
と
い
う
、
④
⑤
判
決
と
同
じ
結
論
に
至
る
。
一
方
、
性
的
意
図
不
存
在
事
例
、
複
数
意
図
併
存
事

例
で
は
、
性
的
意
図
不
要
説
と
同
様
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
い
て
、
被
害
者

の
同
意
の
対
象
を
身
体
法
益
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
者
の
性
的
意
図
は
ま
さ
に
、
身
体
法
益
を
超
え
る
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性

を
基
礎
づ
け
る
、
故
意
を
超
え
た
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
機
能
す
る
「
性
的
目
的
」
と
な
る
。
被
害
者
は
同
意
の
対
象
と
な
る
法
益
に

関
す
る
錯
誤
を
生
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
法
益
関
係
的
錯
誤
と
言
い
う
る
も
の
で
、
性
的
自
由
の
侵
害
に
つ
い
て
の
同
意
は
存
在
し
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
い
て
は
、
被
害
者
は
性
的
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
侵
害
さ
れ
る
か
ら
、
こ

の
場
合
の
行
為
者
の
「
性
的
意
図
」
は
被
害
者
の
性
的
自
由
の
法
益
侵
害
性
を
左
右
し
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
論
文
で
は
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
及
び
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
性
的
意
図
の
要
否
及
び
そ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
判
例
の
動

向
、
学
説
の
状
況
を
参
照
し
た
う
え
で
、
と
く
に
、
被
害
者
が
身
体
法
益
の
放
棄
に
つ
い
て
同
意
を
与
え
た
も
の
の
、
実
際
に
は
行
為
者

が
性
的
意
図
を
有
し
て
い
た
④
判
決
と
、
被
害
者
が
同
意
し
た
の
は
身
体
と
性
的
自
由
の
い
ず
れ
の
法
益
の
放
棄
に
つ
い
て
で
あ
る
の
か

が
問
題
と
な
る
、
医
療
行
為
事
例
の
限
界
例
と
い
う
べ
き
⑤
判
決
の
事
例
の
分
析
を
中
心
に
、
は
た
し
て
性
的
意
図
は
性
的
自
由
の
法
益

侵
害
性
を
左
右
す
る
主
観
的
違
法
要
素
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
つ
い
て
は
故
意
の
一
部
と
し
て
「
わ
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い
せ
つ
性
の
認
識
」
が
あ
れ
ば
足
り
、
こ
れ
を
超
過
し
た
格
別
の
主
観
的
要
素
と
し
て
の
性
的
意
図
は
不
要
で
あ
る
と
し
た
。
一
方
、
準

強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
つ
い
て
は
、
性
的
意
図
は
「
性
的
目
的
」
と
い
う
べ
き
、
故
意
を
超
え
た
主
観
的
違
法
要
素
（
特
別
的
主
観
的
違
法

要
素
）
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
た
だ
し
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
る
医
療
行
為
事
例
に
お
い
て
、
客
観
的
に
診

断
・
治
療
の
必
要
性
が
肯
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
行
為
者
に
性
的
意
図
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
の
治
療
行

為
の
要
件
を
満
た
す
か
ら
本
罪
は
成
立
し
な
い
と
し
た
。
メ
ツ
ガ
ー
の
主
張
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
従
来
、
性
的
意
図
は
医
療
行
為
事
例

を
不
可
罰
と
す
る
た
め
の
主
観
的
要
素
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
わ
が
国
で
は
、
①
判
決
を
契
機
と
し
て
、
①
判
決
型
の
性
的

意
図
不
存
在
事
例
な
い
し
複
数
意
図
併
存
事
例
に
つ
い
て
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
成
立
を
否
定
し
て
よ
い
の
か
と
の
主
張
が
支
持
さ
れ
て
、

今
日
の
性
的
意
図
不
要
説
の
隆
盛
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
性
的
意
図
を
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
い
て
の
み
要
求
す
る
こ
と
で
、
①

判
決
型
の
性
的
意
図
不
存
在
事
例
な
い
し
複
数
意
図
併
存
事
例
と
、
不
可
罰
と
す
べ
き
医
療
行
為
事
例
と
を
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い

て
妥
当
な
結
論
を
導
き
う
る
も
の
と
考
え
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
と
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
区
別
は
さ
ら
な
る
問
題
と
な
り
う
る
。
基
本
的
に

は
、
最
狭
義
の
暴
行
・
脅
迫
が
手
段
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
が
強
制
わ
い
せ
つ
罪
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
と
な
る
。

し
か
し
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
事
例
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
、
行
為
者
が
性
病
検
査
の
一
環
と
し
て
の
女
性
器
へ
の
手
指
挿
入
を
拒
め
ば
生

活
が
滅
茶
苦
茶
に
な
る
な
ど
と
申
し
向
け
た
東
京
地
判
昭
和
六
二
年
四
月
一
五
日
判
時
一
三
〇
四
号
一
四
七
頁
、
就
職
活
動
の
際
の
交
換

条
件
と
し
て
の
性
行
為
を
要
求
し
た
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
二
月
八
日
（
判
例
集
未
登
載
）
な
ど
、
程
度
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
あ
る

種
の
脅
迫
が
わ
い
せ
つ
行
為
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
が
判
例
上
散
見
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
（
及
び
準
強
姦
）

事
例
で
は
、
上
記
の
判
例
も
含
め
、
被
害
者
が
欺

さ
れ
て
性
行
為
に
同
意
し
た
判
例
事
案
が
近
年
多
く
見
ら
れ
る
が
、
法
益
関
係
的
錯

誤
説
や
動
機
の
錯
誤
説
の
論
者
は
、
被
害
者
の
同
意
を
有
効
と
解
し
て
、
錯
誤
に
基
づ
く
同
意
事
例
す
べ
て
を
不
可
罰
と
す
べ
き
と
主
張
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す
る
。
し
か
し
、
④
判
決
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
錯
誤
に
基
づ
く
同
意
事
例
で
の
被
害
者
の
同
意
が
、
は
た
し
て
身
体
と
性
的
自
由
の

い
ず
れ
の
法
益
の
放
棄
に
向
け
て
な
さ
れ
た
も
の
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
に
被
害
者
の
同
意
し
た
法
益
と
実
際

に
侵
害
さ
れ
た
法
益
の
間
に
齟
齬
が
見
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
法
益
関
係
的
錯
誤
と
言
い
う
る
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
改
め
て
詳
細
な
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

注16
）

植
松
正
『
刑
法
概
論

各
論
』（
再
訂
・
一
九
七
五
年
）
二
一
一
頁
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
）』（
第
三
版
増
補
版
・
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
〇
頁
、
福

田
平
『
刑
法
各
論
』（
全
訂
第
三
版
増
補
・
二
〇
〇
二
年
）
一
八
三
頁
、
岡
野
光
雄
『
刑
法
要
説
各
論
』（
第
五
版
・
二
〇
〇
九
年
）
六
七
頁
、
野
村
・
前
掲

書
一
〇
五
頁
、
団
藤
重
光
編
『
注
釈
刑
法
（
四
）』（
一
九
六
五
年
）
二
九
五
頁
（
所
一
彦
）、
日
髙
義
博
「
強
制
猥
褻
罪
に
お
け
る
主
観
的
要
件
」
植
松
他
編

『
現
代
刑
法
論
争

』（
一
九
八
五
年
）
七
四
頁
。

17
）

野
村
・
前
掲
書
一
〇
四
頁
。

18
）

大
塚
・
各
論
一
〇
〇
頁
注
八
、
野
村
・
前
掲
書
一
〇
五
頁
注
二
。

19
）

団
藤
編
・
注
釈
刑
法
（
四
）
二
九
五
頁
（
所
）、
日
髙
・
現
代
刑
法
論
争

七
一
頁
以
下
。

20
）

吉
田
正
喜
「
強
制
わ
い
せ
つ
事
件
｜

性
的
意
図
の
判
断
と
捜
査
｜

」
捜
査
研
究
四
二
巻
八
号
（
一
九
九
三
年
）
一
三
頁
。

21
）

吉
田
・
前
掲
論
文
一
九
、
二
一
頁
。

22
）

日
髙
・
現
代
刑
法
論
争

七
一
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
青
柳
・
前
掲
論
文
八
頁
は
強
制
わ
い
せ
つ
罪
が
風
俗
犯
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
た
う
え
で
、
こ
れ

を
結
果
犯
で
あ
る
と
す
る
。

23
）

団
藤
編
・
注
釈
刑
法
（
四
）
二
七
七
頁
（
団
藤
）。

24
）

佐
伯
・
判
タ
七
〇
八
号
六
六
頁

25
）

大
塚
・
各
論
五
二
四
頁
、
大
谷
『
刑
法
講
義
各
論
』（
新
版
第
四
版
・
二
〇
一
三
年
）
五
二
七
頁
、
前
田
・
前
掲
書
五
六
三
頁
。
も
っ
と
も
、
わ
い
せ
つ
物

販
売
目
的
所
持
罪
（
旧
第
一
七
五
条
）
で
は
、
不
特
定
多
数
者
に
譲
渡
す
る
「
販
売
の
目
的
」
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
青
柳
・
前
掲
論
文
九

頁
は
「
厳
格
に
い
え
ば
傾
向
犯
と
い
う
よ
り
は
目
的
犯
で
あ
る
。
…
…
認
識
を
必
要
と
し
な
い
、
故
意
を
超
過
す
る
要
素
」
で
あ
る
と
す
る
。
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26
）

平
井
彦
三
郎
『
刑
法
論
綱
各
論
』（
一
九
三
四
年
）
二
一
九
頁
、
宮
本
英
脩
『
刑
法
大
綱
』（
一
九
三
五
年
）
四
六
四
頁
、
泉
二
新
熊
『
刑
法
大
要
』（
増
訂

三
九
版
・
一
九
四
二
年
）
五
二
五
頁
。
な
お
、
小
野
『
刑
法
講
義
各
論
』（
新
訂
三
版
・
一
九
五
〇
年
）
一
四
一
頁
、
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
各
論
』（
一
九

七
六
年
）
一
七
一
頁
は
、
風
俗
犯
と
個
人
の
性
的
自
由
を
侵
害
す
る
犯
罪
の
両
方
の
性
質
を
有
し
て
い
る
と
す
る
。

27
）

な
お
、
大
谷
・
各
論
一
一
六
頁
は
、
個
人
の
性
的
自
由
に
加
え
て
、
性
的
羞
恥
心
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
個
人
の
性
的
感
情
を
保
護
法
益
に
加
え
る
べ
き

と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
山
口
厚
『
刑
法
各
論
』（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）
は
、
性
的
羞
恥
心
は
、
こ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
事
項
に
関
す
る
性
的
自
己
決
定
権

の
問
題
と
し
て
性
的
自
由
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
両
者
を
異
な
っ
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
。
林
・
前
掲
書
八
七
頁
は
、
産
婦
人
科
の
治
療
や

初
夜
の
際
に
性
的
羞
恥
心
を
生
じ
た
り
、
心
神
喪
失
状
態
下
で
の
準
強
制
わ
い
せ
つ
の
際
に
性
的
羞
恥
心
を
生
じ
な
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
性
的

羞
恥
心
の
有
無
に
よ
っ
て
本
罪
の
成
否
を
決
定
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
。

28
）

平
野
『
刑
法
概
説
』（
一
九
七
七
年
）
一
八
〇
頁
、
井
田
良
『
刑
法
各
論
』（
二
〇
〇
七
年
）
六
四
頁
、
大
谷
・
各
論
一
一
八
頁
、
岡
野
光
雄
『
刑
法
要
説

各
論
』（
第
五
版
・
二
〇
〇
九
年
）
六
八
頁
、
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
〔
各
論
〕』（
第
三
版
・
一
九
九
六
年
）
三
二
一
頁
注
一
、
川
端
博
『
刑
法
各
論
講
義
』

（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）
一
九
一
頁
、
木
村
裕
三＝

小
林
敬
和
『
現
代
の
刑
法
各
論
』（
改
訂
第
三
版
・
二
〇
〇
八
年
）
六
八
頁
、
佐
久
間
修
『
刑
法
各
論
』

（
第
二
版
・
二
〇
一
二
年
）
一
一
五
頁
、
鈴
木
茂
嗣
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
一
一
年
）
五
五
頁
、
須
之
内
克
彦
『
刑
法
概
説
各
論
』（
第
二
版
・
二
〇

一
四
年
）
六
二
頁
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
各
論
』（
第
五
版
・
二
〇
一
二
年
）
六
七
頁
、
中
山
研
一
『
刑
法
各
論
』（
一
九
八
四
年
）
一
三
〇
頁
、
内
藤
謙
『
刑

法
講
義
総
論
（
上
）』（
一
九
八
三
年
）
二
一
九
頁
、
西
田
・
各
論
九
〇
頁
、
林
・
前
掲
書
九
〇
頁
、
堀
内
捷
三
『
刑
法
各
論
』（
二
〇
〇
三
年
）
六
八
頁
、
前

田
・
前
掲
書
一
五
二
頁
、
山
口
・
前
掲
書
一
〇
八
頁
、
佐
伯
・
判
タ
七
〇
八
号
六
六
頁
、
青
柳
・
前
掲
論
文
八
頁
（
結
果
犯
で
あ
る
と
す
る
）。

29
）

大
谷
・
各
論
一
一
八
頁
、
川
端
・
前
掲
書
一
九
一
頁
、
佐
久
間
・
前
掲
書
一
一
五
頁
、
佐
伯
（
仁
）・
判
タ
七
〇
八
号
六
六
頁
、
丹
羽
正
夫
「
強
制
わ
い
せ

つ
罪
に
お
け
る
主
観
的
要
素
」
西
田
他
編
『
刑
法
判
例
百
選

各
論
』（
第
六
版
・
二
〇
〇
八
年
）
三
三
頁
。

30
）

小
野
・
構
成
要
件
四
五
頁
。

31
）

井
田
・
前
掲
書
六
四
頁
、
大
谷
・
各
論
一
一
八
頁
、
岡
野
・
前
掲
書
六
八
頁
、
香
川
・
前
掲
書
三
二
一
頁
注
一
、
川
端
・
前
掲
書
一
九
一
頁
、
佐
久
間
・

前
掲
書
一
一
五
頁
、
西
田
・
各
論
九
〇
頁
、
林
・
前
掲
書
九
〇
頁
、
平
川
宗
信
『
刑
法
各
論
』（
一
九
九
五
年
）
二
〇
〇
頁
、
堀
内
・
前
掲
書
六
八
頁
、
山
口
・

前
掲
書
一
〇
八
頁
、
青
柳
・
前
掲
論
文
八
頁
、
佐
伯
「
被
害
者
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
神
戸
法
学
年
報
一
号
（
一
九
八
五
年
）
九
三
頁
注
一
〇
四
。

32
）

平
川
・
前
掲
書
二
〇
〇
頁
。

33
）

佐
久
間
・
前
掲
書
一
一
五
頁
。

34
）

植
松
・
前
掲
書
二
一
一
頁
、
大
塚
編
『
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
九
刑
法

（
各
則

）』（
一
九
七
六
年
）
三
四
三
頁
（
中
義
勝
）
参
照
。
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35
）

森
井

「
強
姦
・
強
制
わ
い
せ
つ
」
西
原
春
夫
他
編
『
判
例
刑
法
研
究
第
五
巻
』（
一
九
八
〇
年
）
二
五
五
頁
。

36
）

青
柳
・
前
掲
論
文
八
頁
、
鈴
木
・
前
掲
書
五
五
頁
。

37
）

青
柳
・
前
掲
論
文
八
頁
。

38
）

客
観
的
違
法
性
と
主
観
的
違
法
性
の
一
方
で
も
欠
い
た
な
ら
ば
全
体
と
し
て
違
法
性
阻
却
を
認
め
て
良
い
と
す
る
立
場
よ
る
な
ら
ば
、
診
断
・
治
療
行
為

の
外
形
が
正
当
で
あ
る
こ
と
と
、
主
観
的
正
当
化
要
素
が
あ
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
違
法
性
を
阻
却
し
う
る
。
も
っ
と
も
、
⑤
判

決
事
案
で
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
範
囲
を
超
え
た
こ
と
で
客
観
的
違
法
性
の
阻
却
が
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

39
）

振
津
隆
行
「
被
害
者
の
承
諾
」
芝
原
他
編
『
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開
｜

総
論

』（
一
九
八
八
年
）
一
六
五
頁
。

40
）

平
川
・
前
掲
書
二
〇
二
頁
、
前
田
・
前
掲
書
（
第
四
版
・
二
〇
〇
七
年
）
一
二
五
頁
（
な
お
、
前
田
・
前
掲
書
（
第
五
版
）
一
五
八
頁
で
は
動
機
の
錯
誤

に
つ
い
て
の
記
述
が
削
除
さ
れ
て
い
る
）。

41
）

佐
伯
・
神
戸
法
学
年
報
八
八
頁
以
下
、
西
田
・
各
論
九
三
頁
、
須
之
内
・
前
掲
書
六
三
頁
注
七
。

42
）

団
藤
『
刑
法
綱
要
総
論
』（
第
三
版
・
一
九
九
一
年
）
二
二
二
頁
、
大
谷
・
総
論
二
五
九
頁
。

43
）

町
野
朔
『
患
者
の
自
己
決
定
権
と
法
』（
一
九
八
六
年
）
一
六
三
頁
、
内
藤
『
刑
法
講
義
総
論
（
中
）』（
一
九
八
六
年
）
五
三
〇
頁
、
曽
根
『
刑
法
総
論
』

（
第
四
版
・
二
〇
〇
八
年
）
一
二
一
頁
、
西
田
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）
一
九
七
頁
。

44
）

小
林
公
夫
『
治
療
行
為
の
正
当
化
原
理
』（
二
〇
〇
七
年
）
一
二
七
頁
。

45
）

木
村
亀
二
（
阿
部
純
二
増
補
）『
刑
法
総
論
』（
増
補
版
・
一
九
七
八
年
）
二
八
九
頁
、
佐
々
木
養
二
『
医
療
と
刑
法
｜

治
療
行
為
に
関
連
し
て
』（
一
九

九
四
年
）
一
四
頁
。

46
）
「
治
療
行
為
」が
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
の
い
ず
れ
に
か
か
る
犯
罪
成
立
阻
却
事
由
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
の
対
立
が
あ
る
。
構
成
要
件
該
当
性
阻

却
事
由
説
（
治
療
行
為
非
傷
害
説
）
を
採
る
も
の
と
し
て
、
米
田
泰
邦
『
医
療
行
為
と
刑
法
』（
一
九
八
五
年
）
一
八
四
頁
、
斎
藤
誠
二
『
刑
法
講
義
各
論

』

（
新
訂
版
・
一
九
七
九
年
）
一
九
二
頁
、
大
谷
・
各
論
二
五
九
頁
。
違
法
性
阻
却
事
由
説
（
治
療
行
為
傷
害
説
）
を
採
る
も
の
と
し
て
、
町
野
・
前
掲
書
一
三

四
頁
、
佐
々
木
・
前
掲
書
一
三
頁
、
甲
斐
克
則
『
医
事
刑
法
へ
の
旅

』（
新
版
・
二
〇
〇
六
年
）
三
〇
頁
。
私
見
と
し
て
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
説
を
支
持

す
る
。
な
お
、
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
事
由
説
は
、
こ
こ
で
は
暴
行
罪
、
傷
害
罪
、
強
要
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
を
念
頭
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
本
説
を
採

る
と
し
て
も
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
及
び
準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
ま
で
阻
却
さ
れ
る
と
解
し
て
よ
い
か
は
、
若
干
の
検
討
を
要
す
る
か
も
し

れ
な
い
。

47
）

大
谷
・
各
論
一
一
八
頁
。

北研50(1・ )75 75

強制わいせつ罪における性的意図（二・完）



48
）

吉
田
・
前
掲
論
文
二
一
頁
。

49
）

吉
田
・
前
掲
論
文
一
七
頁
。

50
）

西
原
・
百
選
（
第
二
版
）
三
七
頁
。

51
）

西
原
・
百
選
（
第
二
版
）
三
七
頁
。

52
）

西
原
・
百
選
（
第
二
版
）
三
七
頁
、
西
原
・
総
論
一
四
八
頁
。

53
）

西
原
『
犯
罪
各
論
』（
訂
補
準
備
版
・
一
九
九
一
年
）
一
九
一
頁
。

54
）

伊
藤
亮
吉
「
目
的
犯
の
新
た
な
潮
流
（
一
）」
名
城
法
学
六
一
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
、
一
〇
頁
。

55
）

な
お
、
性
的
羞
恥
心
を
性
的
自
由
に
含
め
る
か
は
議
論
が
あ
る
。
大
谷
・
各
論
一
一
六
頁
は
、
性
的
羞
恥
心
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
害
さ
れ
る「
性

的
感
情
」
を
、
性
的
自
由
と
併
せ
て
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
保
護
法
益
と
解
す
べ
き
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
山
口
・
前
掲
書
一
〇
五
頁
は
、
性
的
羞
恥
心
は

性
的
自
由
に
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
で
、
両
者
を
別
個
の
も
の
と
理
解
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。

56
）

東
京
高
判
昭
和
五
八
年
六
月
八
日
東
高
刑
報
三
四
巻
四＝

六
号
二
三
頁
。

57
）

拙
著
「
準
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
準
強
姦
に
お
け
る
錯
誤
に
基
づ
く
同
意
（
一
）」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
四
九
巻
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
四
頁
以
下
参
照
。

58
）

団
藤
編
・
注
釈
刑
法
（
四
）
三
〇
三
頁
（
所
）、
瀧
川
幸
辰
『
刑
法
各
論
』（
増
補
・
一
九
六
八
年
）
八
一
頁
、
大
塚
・
各
論
一
〇
四
頁
、
木
村
光
江
『
刑

法
』（
第
三
版
・
二
〇
一
〇
年
）
二
七
七
頁
、
佐
久
間
・
前
掲
書
一
二
一
頁
。

59
）

吉
田
・
前
掲
論
文
一
七
頁
参
照
。

60
）

も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
の
行
為
者
の
性
的
意
図
は
、
行
為
者
の
自
白
が
な
い
限
り
、
立
証
、
認
定
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

61
）

平
川
・
前
掲
書
二
〇
二
頁
、
佐
伯
・
神
戸
法
学
年
報
八
八
頁
以
下
、
西
田
・
各
論
九
三
頁
、
須
之
内
・
前
掲
書
六
三
頁
注
七
。
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